
　　平成２４年１０月３０日（火）午後２時　玉名市福祉センター 会議室Ｂ
　に招集した。

１．本日の出席委員は、次のとおりである。

１番  東　  令佐 ２番　取本　一則 ３番　清田　順次 ４番　西川　英文

５番　井上　清晴 ６番　鶴田　克士 ７番　永田　知博 ８番　永田　達三

10番　坂本　誠二 11番　竹下　宏介 12番　坂西　孝之 13番　本田多美子

14番  森川　正志 17番　鍬本　勝利 18番　荒木まつ子 19番　大野　金生

21番  田上  　一 22番  原口　邦弘 23番　小路　修三 24番  德井　勝美

25番　田上　  均 26番　小島　昌文 27番　植田　勇一 28番　三川　  了

29番　田上　輝行 30番　米野　旨雄 31番　松本　哲海 32番　生田三之利

33番　谷川　文武 34番  岩永　幹生 35番　池本　信秋 36番　小田　　募

９番　荒木ひろ子 15番　丸山　近信 16番  田辺　信之 20番　福田　友明

１．傍聴者数は、次のとおりである。

   ０ 名

１．説明のために出席した職員は、次のとおりである。

局長　永井 正治 次長　西村　則義 係長　二階堂　正一郎

主任　宮田 正文 主任　清田  静香

１．議事参与が制限された委員数は、次のとおりである。

   ０名

議　題

第　５８号  農地の所有権移転許可申請について（３条許可分）

第　５９号  農地の使用貸借権設定許可申請について（３条許可分）

第　６０号　事業計画変更承認申請について(５条許可後）

第　６１号  農地の転用許可申請について（４条許可分）

第　６２号  農地の転用許可申請について（５条許可分）

第　６３号  農用地利用集積計画の決定について

１．本日の欠席委員は、次のとおりである。
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報　告

第　２７号  農地の賃貸借及び使用貸借解約通知書について（１８条）

第　２８号

第　２９号  許可書返納届について

  農地の形状変更届について
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１．開 会 

○事務局長（永井正治君） 皆さんこんにちは。定刻になりましたので総会を開会しま

す。 

現在の出席委員は３６名のうち、田辺委員、荒木ひろ子委員、福田委員、丸山委

員、４名の方から欠席の届けが出ております。３２名の出席でございますので、玉

名市農業委員会会議規則第６条の規定によりまして会議は成立しております。 

ただいまより、平成２４年第１１回の玉名市農業委員会総会を開会いたします。 

 まず、東会長よりご挨拶をいただきまして、引き続き会議規則第４条により議長

をお願いし、進行をしていただきます。 

○会長（東 令佐君） 皆さん、こんにちは。お忙しい中、出席いただきましてありが

とうございます。 

それでは、早速議事に入りたいと思います。本日の議案は、議第５８号より議第

６３号まで６１件と報告２５件が提案されています。慎重なる審議、よろしくお願

いいたします。 

本日の議事録の署名人は、永田達三委員、坂本誠二委員にお願いいたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

２．議 題  

○議長（東 令佐君）それでは、議事に入ります。 

議第５８号、農地法第３条、農地の所有権移転許可申請についてを議題といたし

ます。事務局より説明を求めます。 

○事務局長（永井正治君） 議第５８号、農地法第３条、農地の所有権移転許可申請に

ついて。農地法第３条第１項の規定による下記農地の所有権移転許可申請について

許可するものとする。 

 平成２４年１０月３０日、玉名市農業委員会会長、東令佐。 

１番、横島町の申請人で、申請物件が横島町の畑２６５㎡を子へ贈与するもので

す。 

２番、兵庫県姫路市と横島町の申請人で、申請物件が横島町の田２,２３３㎡を

農業廃止と耕作便利による売買です。 

３番、福岡市と横島町の申請人で、申請物件が横島町の田３０１㎡を叔父へ贈与

するものです。 

４番、天水町の申請人で、申請物件が天水町の田６９１㎡を相手方の要望と耕作

便利による売買です。 

５番、安楽寺と中坂門田の申請人で、申請物件が下の田５１９㎡外２筆、計１,

５１６㎡を労力不足と規模拡大による売買です。 
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６番、天水町の申請人で、申請物件が三ツ川の樹園地１１４㎡外１８筆、計２万

２,３６４㎡を子へ一括贈与するものです。 

７番、伊倉北方と安楽寺の申請人で、申請物件が安楽寺の畑２６８㎡外１筆、計

５６７㎡を労力不足と規模拡大による売買です。 

８番、三ツ川の申請人で、申請物件が三ツ川の田１,１８３㎡外１筆、計２,７８

２㎡を妻へ贈与するものです。 

９番、横島町の申請人で、申請物件が横島町の田７００㎡を子へ贈与するもので

す。 

１０番、大浜町の申請人で、申請物件が大浜町の田８１８㎡を労力不足と規模拡

大による売買です。 

１１番、横島町の申請人で、申請物件が横島町の田１,８３２㎡外１筆、計５,４

６１㎡を子へ一括贈与するものです。 

１２番、岱明町の申請人で、申請物件が岱明町の田８４３㎡を労力不足と規模拡

大による売買です。 

１３番、福岡県久留米市と中尾の申請人で、申請物件が中尾の畑１１６㎡を労力

不足と耕作便利による売買です。 

以上１３件、３万８,６５７㎡をご提案申し上げております。農地法第３条第２

項各号の禁止規定から申請内容を審査しました。取得後の全ての農地を利用するこ

と。機械、労働力、技術、地域との関係などをみても問題ないこと、下限面積要件

も超えていることから、許可要件の全て満たしているものと判断しましたのでご提

案いたしました。よろしくご審議をお願いいたします。 

○議長（東 令佐君） 説明が終わりました。受付番号１番より順次担当委員の説明を

お願いいたします。 

１番、どうぞ。 

○２７番（植田勇一君） 子どもへの贈与であり、主に農業に従事しており、許可相当

と判断します。 

○議長（東 令佐君） ２番。 

○２８番（三川 了君） 申請地は、譲受人の農地の隣接地であり、譲渡人は農業廃止、

譲受人は耕作便利で、譲受人は農業を頑張っておられます。また下限面積も満たさ

れており、許可相当と判断します。 

○議長（東 令佐君） ３番。 

○２８番（三川 了君） 譲渡人と譲受人は親戚関係で、譲受人は米やトマトを栽培さ

れています。また、下限面積も満たされており、叔父への贈与ということで、許可

相当と判断します。 
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○議長（東 令佐君） ４番。 

○３１番（松本哲海君） 申請地は、譲受人の農地の隣接地であり、譲渡人は相手方の

要望、また譲受人は耕作便利で、譲受人は農業、米やイチゴに頑張っておられます。

また、下限面積も満たされており、許可相当と判断します。 

○議長（東 令佐君） ５番。 

○１３番（本田多美子君） 譲渡人は高齢で労力不足、譲受人は認定農家で規模拡大を

図っておられます。許可相当と判断します。 

○議長（東 令佐君） 次、６番。 

○３２番（生田三之利君） 譲渡人と譲受人は親子関係で、一緒に米、トマト、みかん

を栽培しておられます。また、下限面積も満たされており、一括贈与ということで

許可相当と判断します。以上です。 

○議長（東 令佐君） ７番。 

○１３番（本田多美子君） これも労力不足と規模拡大ということで、許可相当と判断

します。 

○議長（東 令佐君） 次、８番。 

○１７番（鍬本勝利君） 譲渡人と譲受人はご夫婦で一緒に米や野菜を栽培されておら

れます。娘さんがおられますが、嫁ぎ先が農家ではない為、妻への贈与ということ

です。許可相当と判断します。 

○議長（東 令佐君） ９番。 

○２８番（三川 了君） 譲渡人と譲受人は親子関係で、一緒に農業をされております。

また、下限面積も満たされており、子への贈与ということで許可相当と判断します。 

○議長（東 令佐君） １０番。 

○７番（永田知博君） 譲渡人は、従来より小作に出しておられます。譲受人のほうは

規模拡大を図りまして、まだまだ農業をしたいということで意欲的なところがあり

ましたから、この物件も譲受人引き継ぐということで、許可相当であると判断しま

す。以上です。 

○議長（東 令佐君） 次、１１番。 

○２８番（三川 了君） 親子で農業をされております。また、下限面積も満たされて

おり、子への一括贈与ということで、許可相当と判断します。 

○議長（東 令佐君） １２番。 

○２３番（小路修三君） 譲渡人は労力不足と、譲受人は規模拡大ということで、７６

歳という年でございますが、まだじゃんじゃん頑張っております。許可相当と判断

します。 

○議長（東 令佐君） １３番。 
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○４番（西川英文君） 譲受人は８８歳の高齢でございますけれども、まだお元気で仕

事をされておりますし、自分が所有する農地と接合をしております。また、娘さん

が同居しておりまして、加勢されつということで、許可相当と判断します。 

○議長（東 令佐君） 担当委員の説明が終わりました。 

ご意見、ご質問はありませんか。 

(なしの声) 

○議長（東 令佐君） ないようでございますので、採決に移ります。 

農地法第３条、農地の所有権移転許可申請について、原案どおり決定することに

異議のない方は挙手をお願いいたします。 

(全員 挙手) 

○議長（東 令佐君） 異議がないものと認め、議第５８号は許可することに決定いた

しました。 

議第５９号、農地法第３条、農地の使用貸借権設定許可申請についてを議題とい

たします。事務局より説明を求めます。 

○事務局長（永井正治君） 議第５９号、農地の使用貸借権設定許可申請について。農

地法第３条第１項の規定による下記農地の使用貸借権設定許可申請について許可す

るものとする。平成２４年９月２８日提出、玉名市農業委員会会長、東令佐。 

１番、大浜町の申請人で、申請物件が大浜町の畑１１５㎡外５筆、計１万５,５

８０㎡を農業者年金受給に伴う経営移譲で、平成２４年１１月１日から１０年間契

約をするものです。 

２番、津留の申請人で、申請物件が津留の田５５８㎡外１筆、計１,７３６㎡を

農業者年金受給に伴う再設定で、平成２４年１２月２７日から２５年間契約をする

ものです。 

以上２件、１万７,３１６㎡をご提案申し上げております。農地法第３条第２項

各号の禁止規定に照らし、申請内容を審査しました。取得後の全ての農地を利用す

ること。機械、労働力、技術、地域との関係などを見ても問題ないこと、下限面積

要件も超えていることから、許可要件の全て満たしているものと判断しましたので、

ご提案いたしました。よろしくご審議をお願いいたします。 

○議長（東 令佐君） 説明が終わりました。受付番号１番より、順に担当委員の説明

をお願いいたします。１番。 

○７番（永田知博君） 農業者年金受給のための親子での経営移譲で、特に問題ござい

ません。許可相当であると判断します。また、備考欄に書いてありますとおり、経

営移譲のため議第６３号７から１７番及び報告第２７号１１から２１番と関連がご

ざいます。以上です。 
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○議長（東 令佐君） 次、２番。 

○２番（取本一則君） 貸人と借人は親子関係でございまして、農業者年金受給のため

の申請でございます。再設定ということでございまして、何ら問題ないと判断し、

許可相当と判断します。 

○議長（東 令佐君） 説明が終わりました。 

ご意見、ご質問はありませんか。 

○１９番（大野金生君） 契約期間というのは最低が何年で、最長が何年ですか。 

○事務局長（永井正治君） 契約期間は１年から最長５０年です。 

○議長（東 令佐君） ほかにありませんか。 

（なしの声） 

○議長（東 令佐君） それではないようでございますので、採決に移ります。農地法

第３条、議第５９号、農地の使用貸借権設定許可申請について、原案どおり決定す

ることに異議のない方は挙手をお願いします。 

（全員 挙手） 

○議長（東 令佐君） 異議がないものと認め、議第５９号は許可相当とすることに決

定しました。 

議第６０号、農地法第５条、農地転用許可後の事業計画変更承認申請についてを

議題といたします。事務局より説明を求めます。 

○事務局長（永井正治君） 議第６０号、農地転用許可後の事業計画変更承認申請につ

いて。農地法第５条第１項の規定により下記農地の事業計画変更承認申請について

意見決定するものとする。平成２４年１０月３０日提出、玉名市農業委員会会長、

東令佐。 

１番、申請物件が山田の畑７６２㎡で、当初計画者は退職後の生活を静かな場所

で暮らすことを希望し、当該地を昭和５５年４月に個人住宅として転用許可を受け

ておられます。その後、玉名バイパスの沿道となることが判明したため、現住所の

場所に個人住宅を建設されております。また、承継者は申請地の隣接地に居住して

いるが、自宅を介護施設として改装して利用するため、そこの施設の職員の駐車場

として今回変更されるものでございます。 

以上です。 

○議長（東 令佐君） 説明が終わりました。 

続いて、担当委員の意見をお願いいたします。 

○４番（西川英文君） 今、事務局のほうから説明されたとおりです。何ら問題ありま

せん。許可相当と判断します。 

○議長（東 令佐君） この件について、ご意見ご質問はありませんか。 
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（なしの声） 

○議長（東 令佐君） ないようですので、採決に移ります。農地法第５条、農地転用

許可後の事業計画変更承認申請について、原案どおり許可相当と意見決定すること

に異議のない方は挙手をお願いいたします。 

（全員 挙手） 

○議長（東 令佐君） 異議がないものと認め、議第６０号は許可相当と意見決定する

ことに決定いたしました。 

議第６１号、農地法第４条、農地の転用許可申請についてを議題といたします。

事務局より説明を求めます。 

○事務局長（永井正治君） 議第６１号、農地の転用許可申請について。農地法第４条

第１項の規定による下記農地の転用許可申請について意見決定するものとする。平

成２４年１０月３０日提出、玉名市農業委員会会長、東令佐。 

１番、申請物件が中坂門田の畑３１㎡で、転用目的が通路、農地区分は中山間地

域に存在する農地で、第２種農地に該当し、申請地のほかに適当な代替地がないも

のと判断しております。 

２番、申請物件が山田の畑６５５㎡外１筆、計８７６㎡で、転用目的が共同住宅

及び駐車場です。農地区分は、住宅の連担する区域に近接する農地で、第２種農地

に該当し、申請地のほかに適当な代替地がないものと判断しております。 

以上２件、合計９０７㎡をご提案申し上げております。申請内容を農地転用許可

基準全ての項目ごとに適合するか否か審査しました結果、いずれも不都合がないも

のと判断しましたのでご提案申し上げております。地元委員さん同道の上、現地調

査を行っておりますので、よろしくご審議をお願いいたします 

○議長（東 令佐君） 説明が終わりました。１番には始末書が添付されておりますの

で、朗読をお願いいたします。 

○事務局（二階堂正一郎君） 朗読します。始末書。私は、申請地を共同墓地用参道と

して昭和４０年頃より共同使用のために寄与してまいりました。この土地は、別の

土地の一部であったため、今般分筆して正式に農地法第４条の許可をいただいて転

用いたしたく存じます。登記不案内なためとはいえ、正式に許可を得ず転用してお

りますことは重々反省しております。今後、一通り前に相談し、法規を守ってまい

りますので、何卒寛大なる措置をお願い申し上げ、本始末書とします。 

以上です。 

○議長（東 令佐君） それでは、担当委員の説明をお願いいたします。 

○１３番（本田多美子君） 今、事務局より説明がありましたように、昭和４０年頃の

話で、もう既に共同墓地の出入口にされておりました。非常に申し訳ないと本人も
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申しておりました。ただ共同墓地で隣接する土地には何も被害なく、許可相当と判

断します。 

○議長（東 令佐君） ２番も始末書が添付されておりますので、事務局より朗読をお

願いいたします。 

○事務局（二階堂正一郎君） 始末書。私は玉名バイパスの建設に伴う土地買収により、

申請地に隣接して経営しているアパートの駐車場のスペースがなくなったため、申

請地の一部を駐車場として使用しておりました。農地の転用手続きを失念し、本来

転用手続きを行うべきところを移行しておらず、誠に申し訳ありません。今後はこ

のようなことがないように留意いたしますので、容認いただきますようお願い申し

上げます。 

以上です。 

○議長（東 令佐君） それでは、担当委員の説明をお願いいたします。 

○４番（西川英文君） 今、始末書が朗読されましたけれども、玉名パイパスで自分が

所有している集合住宅の駐車場がバイパス敷地になったということで、緊急的に、

自分の土地の隣接地の一部を駐車場にしたということで、今回、ここが転用になっ

たためにわかったということです。悪意でやったわけじゃないというふうに解して

おります。 

この転用されるところは、今、果樹園、ぶどう園でございますけれども、それを

１棟２階建て８戸分の集合住宅をつくるということだそうです。駐車場が、１３台

分ということで、全て敷地内は個人の土地で、隣接地の農地はありません。被害防

除に対しては、ブロックを積んで土砂の流出を防ぐ、あるいは敷地内はアスファル

ト舗装をして、集合枡に水を導き浸透させるということ。その他諸々の周辺に対す

る被害防除対策を立てているということだそうです。この近くを公共下水道が通っ

ておりますので、それに雑排水を放流ということで、許可相当と判断します。 

以上です。 

○議長（東 令佐君） 担当委員の説明が終わりました。 

ご意見、ご質問はありませんか。 

（なしの声） 

○議長（東 令佐君） ないようでございますので、採決に移ります。農地法第４条、

農地の転用許可申請について、原案どおり許可相当と意見決定することに異議のな

い方は挙手をお願いします。 

（全員 挙手） 

○議長（東 令佐君） 異議がないものと認め、議第６１号は許可相当と意見決定する

ことに決定いたしました。 
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議第６２号、農地法第５条、農地の転用許可申請についてを議題といたします。

事務局より説明を求めます。 

○事務局長（永井正治君） 議第６２号、農地法第５条、農地の転用許可申請について。

農地法第５条第１項の規定による下記農地の転用許可申請について意見決定するも

のとする。平成２４年１０月３０日提出、玉名市農業委員会会長、東令佐。 

１番、賃貸借での物件で、申請物件が月田の畑６,０４５㎡外１筆、計７,２２８

㎡で、転用目的が山砂の採取です。農地区分は、中山間地域に存在する農地で、第

２種農地に該当し、申請地のほかに適当な代替地がないものと判断しております。 

２番、申請物件が中坂門田の畑３３０㎡で、転用目的が公民館です。農地区分は、

中山間地域に存在する農地で第２種農地に該当し、申請地のほかに適当な代替地が

ないものと判断しております。 

３番、申請物件が岱明町の畑２０２㎡で、転用目的は個人住宅です。農地区分は、

土地計画法に規定する用途区域内の農地で、第３種農地と判断しております。 

４番、この物件は、議第６０号の１番との関連です。申請物件が山田の畑７６２

㎡で、転用目的が駐車場です。農地区分は、住宅の連担する区域に隣接する農地で、

第２種農地に該当し、申請地のほかに適当な代替地がないものと判断しております。 

５番、申請物件が築地の畑５２３㎡で、転用目的は４棟の建売住宅です。農地区

分は、上下水道管が埋設された道路沿い、かつ小学校、内科医院より５００ｍ以内

に所在する農地で、第３種農地と判断しております。なお、敷地の全体面積としま

しては、申請地に隣接する山林５５８㎡を含め１,１１１㎡となっております。 

６番、祖父と孫間での使用貸借で、申請物件が石貫の田５３３㎡で、転用目的は

個人住宅です。農地区分は住宅の連担する区域に隣接する農地で、第２種農地に該

当し、申請地のほかに適当な代替地がないものと判断しております。 

７番、申請物件が大浜町の田４８６㎡で、転用目的は個人住宅です。農地区分は、

概ね１０ｈａ以上の一団の農地内にある農地で、第１種農地と判断しております。

第１種農地は原則不許可でございますけれども、申請地に係る土地の周辺地域にお

いて居住するものの日常生活に必要な施設で、集落に接続して設置されるものとい

うことで例外的に許可可能であります。 

８番、親子間での使用貸借で、申請物件が大倉の畑１,８００㎡で、転用目的は

太陽光発電施設です。農地区分は、住宅の連担する区域に近接する農地で、第２種

農地に該当し、申請地のほかに適当な代替地がないものと判断しております。 

９番、申請物件が岱明町の畑６５２㎡で、転用目的が４棟の貸住宅です。農地区

分は、住宅の連担する区域に近接する農地で、第２種農地に該当し、申請地のほか

に適当な代替地がないものと判断しております。なお、申請地に隣接する譲渡人名
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義の土地３筆７７３.７４㎡があり、それを合わせると敷地全体が１,４２５.７４㎡

となります。 

１０番、申請物件が大浜町の畑３７５㎡で、転用目的が資材置場です。農地区分

は、住宅の連担する区域に近接する農地で、第２種農地に該当し、申請地のほかに

適当な代替地がないものと判断しております。 

以上１０件、１万２,８９１㎡を提案申し上げております。申請内容を農地転用

許可基準全ての項目ごとに適合するか否か審査しました結果、いずれも不都合がな

いものと判断しましたのでご提案申し上げております。地元委員さん同道の上、現

地調査を行っておりますので、よろしくご審議をお願いいたします。 

○議長（東 令佐君） 説明が終わりました。受付番号１番より順次、担当委員の説明

をお願いいたします。 

 １番。 

○１７番（鍬本勝利君） 賃借人は、工事で以前より山砂の採取を行っている業者でご

ざいます。申請地は、現在、採取している場所に隣接しており、事業を拡大してい

く上でも適しているとのことです。採取地の隣接周辺には、被害を及ぼさないよう

最善の注意を図り、処理をしていくとのことです。また、第３種計画認可申請隣地

開発許可申請についても準備中とのことであり、許可相当と判断します。以上です。 

○議長（東 令佐君） ２番。 

○１３番（本田多美子君） この地区には公民館がなく、今回、介護予防拠点整備補償

金や自治公民館施設整備補助金を玉名市より補助決定していただいて公民館を建設

することになりました。給水計画は市水を利用し、排水計画は合併浄化槽を設置し

て、市道の側溝がありますので、そこに流出するということです。完成後の被害防

除についても、問題なく、許可相当と判断します。 

○議長（東 令佐君） ３番。 

○２１番（田上 一君） この物件は、区画整理の中の土地です。生活雑排については

市の下水道が通っておりますので、そっちのほうに接続するとのことでした。工事

関係は隣接に迷惑を掛けないようにということでお願いはしておりますので、何ら

問題はないと判断します。 

○議長（東 令佐君） 次、４番。 

○４番（西川英文君） これは、先の議第６０号の１番と関連しております。譲渡人の

土地と譲受人の住宅が付設しておりますし、その住宅を改造して介護施設をつくる

と。自治会が介護施設をつくっていらっしゃいますけれども、それが手狭で、今回

計画になったそうです。この土地は、先ほども申しましたように、全部駐車場にす

ると、職員の駐車場ですね。採石を敷いて、自然浸透にして。構築物は一切造らな
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いということだそうですので、許可相当と判断します。 

それから、５番、これは山林の中に囲まれた農地ですね。私は全部山林かと思っ

とったけど、実際、区分は農地だったということでびっくりしておりますけれども、

４戸建て売りを造るということだそうですので、２戸ずつ右左を市道のほうの上下

水道を利用するということで、地域の中で特別悪影響が出るような場所でもないし、

許可相当だと判断します。 

○議長（東 令佐君） 次、６番。 

○２番（取本一則君） 使用貸人と使用借人は祖父とお孫さんの関係でございます。こ

の物件の場所につきましては、内側が県道立花線、南側が法定外の道路が通ってお

ります。変属的な三角形の土地でございますけど、北側につきましてはＮＴＴの施

設がございます。本人さんは、現在、おばあさんと奥さん、子ども３人、５人で今、

借家住まいでございまして、将来的には子供の生活に適した土地ということでここ

を選定されております。給水につきましては、井戸を掘って井戸水を使用するとい

うこと、雨水につきましては、敷地内に溜め枡を設置して１カ所にまとめて放流す

ると。生活雑排水につきましては、敷地内合併浄化槽を設置します。防除関係につ

きましては、コンクリートブロック等をして、周囲には土砂等の流出が出ないよう

にするということでございます。以上許可基準に適合しておりますので、許可相当

と判断します。 

○議長（東 令佐君） ７番。 

○７番（永田知博君） 受人は、現在母親と同居しておりますが、なんとか実家の近く

に自分の家を持ちたいということで土地を探しておりましたところ、自宅の隣接地、

に渡人の土地がございまして、それを相談してくれということで話がまとまりまし

た。第１種農地ではありますけれども、区域外で、ちょうど西側の北に大きな排水

路が通っておりまして、それから北側のほうは、もうほとんど全部農地でございま

して、まず許可が下りないようなところでございますけれども、たまたまその土地

だけは排水路で囲まれておりまして、住宅の真横ということで、非常に本人が気に

入りまして申請が出ております。土地の選定は以上でございますけれども、目的は

自己専用住宅を建てたいということでございます。敷地面積は４８６㎡の中に床面

積が１０９.３１㎡、そして給水は市の上水道を利用する。また、雨水は合併浄化槽

を使用し、雨水槽により水路に流すということでございます。そのほかに、造成中

の周囲に対する被害防除などは、周囲に気を配りながら造成をし、１ｍほどの盛り

土をして家を建てるというようなことでございます。完成後の付近の農業への影響

はほとんど考えられませんので、先日２６日に事務局ともども現地調査に行きまし

たけれども、許可相当であるということで判断します。 
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○議長（東 令佐君） 次、８番。 

○１４番（森川正志君） 貸人と借人は親子関係で、今回、太陽光発電の設置に実家の

農地を利用し、売電して収入を得るということであります。申請地は、貸人の親父

さんの所有する農地と、ほんと宅地の真横なんですよ。それで、親父さんが管理す

るのに一番都合がいいということでそこを選んだそうです。農地はですね、ほかに

南側にみかん畑があって、西側はその宅地ですね。北側と東側に道路がありまして、

雨水については自然浸透となっております。現地を調査しました結果、本件は許可

相当と判断します。以上です。 

○議長（東 令佐君） 次、９番。 

○１８番（荒木まつ子君） 譲渡人は、北九州市に住んでおり維持管理ができないとの

ことで、譲受人が申請地に隣接する譲渡人所有の宅地も同時に購入し、貸家を４棟

建設するものです。申請地は、小学校に近く、宅地に囲まれた農地で、上下水道も

通っており、許可相当と判断します。以上です。 

○議長（東 令佐君） １０番。 

○８番（永田達三君） 譲渡人、譲受人はもともと３０年以上前からのこの土地の貸人、

借人の関係にありまして、このたび造園業を営まれています譲受人が資材置場とし

て購入されるということであります。この資材置場に関しましては、造園関係の資

材、それ以外は置かないということであります。ただ、今後も近所に迷惑になるよ

うなものを置かないということでありますので、許可相当と判断します。以上です。 

○ 議長（東 令佐君） 説明が終わりました。 

ご意見、ご質問はございませんか。 

（なしの声） 

○議長（東 令佐君） ないようでございますので、採決に移ります。農地法第５条、

農地の転用許可申請について、許可相当と意見決定することに異議のない方は挙手

をお願いします。 

（全員 挙手） 

○議長（東 令佐君） 異議がないものと認め、議第６２号は許可相当と意見決定する

ことに決定いたしました。 

議第６３号、農用地利用集積計画の決定についてを議題といたします。事務局よ

り説明を求めます。 

○事務局長（永井正治君） 議第６３号、農用地利用集積計画の決定について。農業経

営基盤強化促進法第１８条第１項により平成２４年農用地利用集積計画（案）によ

る利用権の設定等について次のとおり意見決定するものとする。平成２４年１０月

３０日提出、玉名市農業委員会会長、東令佐。 
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別紙、農用地利用集積計画（案）のとおり、玉名市長より意見を求められており

ます。１４ページから１７ページまでの３３件の集積です。所有権移転が３件の６,

３６０㎡、利用権設定が３０件の１４万２８６㎡で、合計３３件の１４万６，６４

６㎡の集積でございます。 

（事務局より別紙調査書を個々に説明） 

農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしているものと考えて、

ご提案申し上げております。よろしくご審議をお願いします。 

○議長（東 令佐君） 説明が終わりました。ご意見、ご質問はありませんか。 

（なしの声） 

○議長（東 令佐君） ないようでございますので、採決に移ります。 

農用地利用集積計画の決定について、原案どおり意見決定することに異議のない

方は挙手をお願いいたします。 

（全員 挙手） 

○議長（東 令佐君） 異議がないものと認め、議第６３号は意見決定することに決定

いたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

３．報 告 

○議長（東 令佐君） 報告第２７号より報告第２９号まで、事務局より説明を求めま

す。 

○事務局長（永井正治君） １８ページをお願いします。 

報告第２７号、農地の賃貸借及び使用貸借解約通知書について。農地法第１８条

第６項の規定による合意解約及び農地使用貸借解約が成立した旨の通知を受理した

ので報告します。平成２４年１０月３０日提出、玉名市農業委員会会長、東令佐。 

今回は、２２件の解約の通知を受理しております。 

続きまして、２４ページをお願いいたします。 

報告第２８号、農地の形状変更届について。下記農地の形状変更届がありました

ので報告します。平成２４年１０月３０日提出、玉名市農業委員会会長、東令佐。 

今回は、２件の届けを受理しております。２件とも１ｍ程度盛土して野菜畑とし

て利用されるものでございます。 

次に、報告第２９号、許可書返納届について。下記の物件は、県知事許可の後に

許可書返納の届出があったので報告します。平成２４年１０月３０日提出、玉名市

農業委員会会長、東令佐。 

今回は、１件の届けを受理しております。仕事の都合上、熊本市内に住宅を建築

したため、今回返納するものでございます。 
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以上、ご報告を終わります。 

○ 議長（東 令佐君） 事務局よりご報告がありました。 

この件について、質問などはございませんか。 

（なしの声） 

○議長（東 令佐君） ないようでございますので、本日の予定していました議案審議

と報告を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

４．その他 

○議長（東 令佐君） その他に何かございませんか。 

○１０番（坂本誠二君） 最近、ちょこちょこですね、太陽光発電の案件が増えている

んですね。基本的には第２種農地ということなんですけれども、第１種、私が住ん

でいる大浜地区はですね、産廃を埋めたところに盛り土して、それでそこが使い道

がないということだったんですが、例外的に第１種農地でも太陽光発電をしたいと

いうような所有者があったら、それはほかの申請の許可の対象になり得るんでしょ

うかね。 

○事務局長（永井正治君） 今委員がおっしゃられた、産廃を埋め立ててというのは、

そこはもともと広か農地だったんでしょうか。 

○ １０番（坂本誠二君） もともと沼地だったんですね。 

○  ２番（取本一則君） 大浜の鯨油ですか。沼地を全部埋め立てて。しかし、地目          

は農地だったんですかね。  

○事務局長（永井正治君） 太陽光の場合は特例になります。集落接続等がなければち

ょっと厳しいと思います。 

○ ２番（取本一則君） あれも、今は上に土をかけてあるばってん、農地としてはも

う。 

○１０番（坂本誠二君） 土地改良でもどうもできんもんだけん。荒れ地になって、結

局周囲も困ってしまって。そういう状態なもんだけんですね。ああいうところを外

壁で囲んでですね、特例的に第１種農地であっても、そういうふうな場所にどうだ

ろうなと考えるんですね。特例的にそういったところがあるならばですね、これを

かけようかなと思っているんですけどね。 

○事務局長（永井正治君） あくまでも太陽光発電は個人が屋根で設置する場合はいい

んですけど、ああいう大規模というか、今のはあくまでも事業用ですよね。個人住

宅とかにいる場合は日常必要な施設に該当しますので、集落接続については１０ｈ

ａで１種農地でも許可が例外措置としてできるんですけれども、恐らく太陽光発電

の場合はここには該当しないかと思います。ちょっと一回、場所の確認だけさせて
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もらっていいですか。 

○２番（取本一則君） そこはやっぱり農産物は適さないか、現地を見てですね。 

○議長（東 令佐君） ほかにございませんか。 

○５番（井上清晴君） 漁協の組合長さんからですね、第１種を駐車場にといってちょ

っと相談があってるんですね。アサリ貝の５月の連休のときですね、大型バスが来

るけんがどがんかならんのかといって話をもろうてですね。 

○事務局（二階堂正一郎君） その件はですね、農林水産政策課のほうとも調整して、

一応一時転用の形で３年間ということで、漁協に話しをしてあります。 

○議長（東 令佐君） ほかにございませんか。 

ないようでしたら、私のほうからちょっと。遊休地がどこもまだ残っとると思う

わけですたいね。刈払機ではちょっと無理じゃなかろうかというところがある場合

はですね、田上委員さんが機械を購入されております。かなりの荒れ地の伐採が可

能な機械でございますので、何か見てもらって、必要ならば利用してもらうならと

いう話があっております。何か見てみたいという希望者がございましたら田上委員

のほうにお願いいたします。 

５．閉 会 

○議長（東 令佐君） それでは、本日は以上で終わりたいと思います。慎重なる審議、

ありがとうございました。これをもちまして、農業委員会総会を閉会いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

閉 会 午後３時０３分 
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以上のとおり、会議の次第を記載し、その相違ないことを証するためここに署名捺印す

る。 

平成２４年１０月３０日 
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